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第２章 南幌町農業の現状 

１ 農業経営体 

（１）農業者 

農家戸数は、平成７（1995）年に 486 戸だったのが、令和２（2020）年に

は 170 戸となり 25 年間で 316 戸（△65.0％）減少しています。 

専業・兼業別農家戸数のうち、農家戸数全体に占める専業農家戸数の割合

は、平成７（1995）年の 26％に対し、平成 27（2015）年では、53％と増加

しており専業化が進んでいる状況です。 

また、農業経営者のうち高齢者の占める割合は年々高くなっており、令和

２（2020）年では、60 歳以上の経営者が４割以上を占めており農業者の減少

と高齢化への対応が本町農業の課題であることが伺えます。 

   なお、令和２（2020）年農林業センサスより一部、調査方法が見直しに

なり、「専業・兼業」区分は廃止されています。 

【農家数と農業従事者数】 

区   分 平成７年 

（1995） 

平成 12 年 

（2000） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 22 年 

（2010） 

平成 27 年 

（2015） 

令和２年 

（2020） 

農家戸数 486 戸 396 戸 293 戸 210 戸 175 戸 170 戸

専業農家 125 戸

(26%)

103 戸

(26%)

94 戸

(32%)

100 戸

(48%)

92 戸

(53%)

第一種兼業

農家 

319 戸

(65%)

239 戸

(60%)

169 戸

(58%)

79 戸

(37%)

71 戸

(40%)

第二種兼業

農家 

42 戸

(9%)

54 戸

(14%)

30 戸

(10%)

31 戸

(15%)

12 戸

(7%)

農家人口 2,272 人 1,824 人 1,304 人 899 人 771 人 627 人

農業従事者数 1,350 人 1,159 人 856 人 637 人 475 人 423 人

資料：農林業センサス 

※2020 年農林業センサスより「専業・兼業」の調査区分は廃止 
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【年齢別の農業経営者数】 

区 分 
平成７年 

（1995） 

平成 12 年

（2000） 

平成 17 年

（2005） 

平成 22 年

（2010） 

平成 27 年

（2015） 

令和２年 

（2020） 

29 歳以下 5 人 1 人 0 人 2 人 3 人 0 人

30 歳～39 歳 83 人 48 人 19 人 12 人 22 人 23 人

40 歳～49 歳 164 人 136 人 92 人 38 人 21 人 34 人

50 歳～59 歳 143 人 129 人 112 人 84 人 56 人 33 人

60 歳～69 歳 80 人 68 人 56 人 58 人 60 人 61 人

70 歳以上 11 人 14 人 14 人 16 人 13 人 19 人

全 体 486 人 396 人 293 人 210 人 175 人 170 人

資料：農林業センサス 
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（２）認定農業者 

認定農業者は、制度創設以来増加の傾向でしたが、農家戸数の減少ととも

に認定農業者も減少してきました。しかしながら、農家戸数全体に占める割

合は増加しており、令和２（2020）年には 88.8％に相当する経営体が認定を

受けています。 

【認定農業者数】 

区 分 
平成７年 

（1995） 

平成 12 年 

（2000） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 22 年 

（2010） 

平成 27 年 

（2015） 

令和２年 

（2020） 

個人経営体 7 241 165 142 149 136

法人経営体 0 0 10 11 15 15

全 体 7 241 175 153 164 151

農家戸数との割合 1.4％ 60.9％ 59.7％ 72.9％ 93.7％ 88.8％

 資料：産業振興課 ※担い手の農地利用集積状況調査 

（３）農地所有適格法人 

農地所有適格法人は平成 13（2001）年に設立されてから年々増加し、令和

５（2023）年で 18 法人となっています。 

18 法人の構成員は、令和６（2024）年で 95人、1，918.2ha で町の耕地面

積の 35.4％を占めています。 

【農地所有適格法人数】 

区 分 
平成 26 年

（2014） 

平成 27 年

（2015） 

平成 28 年

（2016） 

平成 29 年

（2017） 

平成 30 年

（2018） 

令和６年 

（2024） 

法人数 15 法人 15 法人 15 法人 15 法人 15 法人 18 法人

構成員数 83 人 83 人 81 人 79 人 79 人 95 人

経営面積 1,619.2ha 1,694.6ha 1,731.1ha 1,743.4ha 1,730.7ha 1,918.2ha

本町耕地面積 

に占める割合
29.6％ 31.0％ 31.7％ 31.9％ 31.7％ 35.40％

資料：農業委員会 
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（４）新規就農者 

平成 28（2016）年度から新規就農者に対する支援制度を開始するととも

に、受け入れ環境の充実を図り、新規就農者の育成・確保に努めています。 

近年の新規就農者数は、年間平均３、４人就農しており、Ｕターン者をは

じめ新規学卒者なども多い状況です。 

【新規就農者数】 

区 分 
平成 26 年

（2014） 

平成 27 年

（2015） 

平成 28 年

（2016） 

平成 29 年

（2017） 

平成 30 年

（2018） 

令和６年 

（2024） 

新規学卒者 １人 ０人 ０人 ３人 ２人 １人

Ｕターン １人 ２人 ０人 １人 ２人 ３人

新規参入者 ３人 ２人 １人 ０人 ０人 ２人

計 ５人 ４人 １人 ４人 ４人 ６人

資料：産業振興課、ＪＡなんぽろ 
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２ 農地 

（１）経営規模別農家 

これまで経営規模別で 10ha から 20ha の経営規模が主流でしたが、令和６

（2024 年）では、50ha 以上の経営規模の戸数が、35 戸（24％）と主流とな

っており経営耕地面積の大規模化が進んでいます。 

【経営規模別農家数】 

区 分 
平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

平成 30 年 

（2018） 

令和６年 

（2024） 

5ha 未満 
戸数 15 戸 17 戸 18 戸 20 戸 20 戸 18 戸

比率 8％ 10％ 10％ 12％ 12％ 12％

5～10ha 
戸数 25 戸 25 戸 25 戸 26 戸 22 戸 12 戸

比率 14％ 14％ 14％ 15％ 13％ 8％

10～20ha 
戸数 49 戸 44 戸 41 戸 38 戸 39 戸 27 戸

比率 27％ 24％ 23％ 22％ 22％ 19％

20～30ha 
戸数 30 戸 30 戸 31 戸 31 戸 29 戸 22 戸

比率 17％ 17％ 18％ 18％ 17％ 15％

30～50ha 
戸数 34 戸 35 戸 34 戸 32 戸 37 戸 32 戸

比率 19％ 20％ 20％ 18％ 21％ 22％

50ha 以上 
戸数 26 戸 26 戸 26 戸 26 戸 26 戸 35 戸

比率 15％ 15％ 15％ 15％ 15％ 24％

資料：農業委員会業務概要  
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【１戸当りの平均経営面積】 

区 分 
平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

平成 30 年 

（2018） 

令和６年 

（2024） 

個 人 22.2ha 22.5ha 22.5ha 22.9ha 23.0ha 27.2ha

法 人 112.6ha 113.0ha 115.2ha 116.3ha 116.0ha 108.1ha

全 体 29.7ha 29.8ha 30.5ha 31.0ha 30.9ha 37.2ha

資料：農業委員会業務概要 

（２）耕地面積 

令和６（2024）年の耕地面積は、5,415ha でほぼ横ばい傾向となっていま

す。 

地目別では田が 5,182ha（95.7％）で水田が大部分を占めています。 

【耕地面積】 

区 分 
平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

平成 30 年

（2018） 

令和６年 

（2024） 

田 5,221ha 5,214ha 5,213ha 5,213ha 5,210ha 5,182ha

普通畑 245ha 239ha 240ha 240ha 237ha 233ha

採草放牧地 1ha 1ha 0ha 0ha 0ha 0ha

農用地計 5,467ha 5,454ha 5,453ha 5,453ha 5,447ha 5,415ha

その他 2,669ha 2,682ha 2,683ha 2,683ha 2,689ha 2,721ha

資料：農業委員会業務概要 ※南幌町の総面積は 8,136ha。その他は宅地、山

林等。 
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（３）農地の流動化 

権利移動は、農地法第３条や農業経営基盤強化促進法による所有権移転・

利用権設定があります。 

農地の流動化は、令和６（2024）年においては、93 件、673.3ha の流動化

がありました。権利移動は、農業経営基盤強化促進法によるものが多く、令

和６（2024）年では全体の 9割以上を占めています。 

【農地の流動化】 

区  分 
平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

平成 30 年 

（2018） 

令和６年 

（2024） 

農
地
法
第
３
条

所有権 

移 転

件数 5 件 2 件 6 件 7 件 9 件 5 件

面積 15.1ha 0.4ha 36.8ha 25.8ha 0.9ha 12.5ha

利用権 

設 定 

件数 5 件 5 件 0 件 4 件 4 件 2 件

面積 128.5ha 84.1ha 0.0ha 105.1ha 66.2ha 47.8ha

基
盤
強
化
促
進
法

所有権 

移 転 

件数 27 件 23 件 33 件 27 件 26 件 19 件

面積 126.0ha 133.0ha 190.0ha 144.0ha 127.0ha 70ha

利用権 

設 定 

件数 74 件 57 件 56 件 35 件 43 件 67 件

面積 499.0ha 370.0ha 325.0ha 185.0ha 253.0ha 543.0ha

総

数

所有権 

移 転 

件数 32 件 25 件 39 件 34 件 35 件 24 件

面積 141.1ha 133.4ha 266.8ha 169.8ha 127.9ha 82.5ha

利用権 

設 定 

件数 79 件 62 件 56 件 39 件 47 件 69 件

面積 627.5ha 454.1ha 325.0ha 290.1ha 319.2ha 590.8ha

資料：農業委員会業務概要 
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【農地保有合理化事業】 

区 分 
平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

平成 30 年 

（2018） 

令和６年 

（2024） 

買入事業 
件数 6 10 7 8 11 4

面積 22.8ha 69.5ha 47.4ha 59.3ha 57.9ha 19.2ha

売渡事業 
件数 15 10 24 14 10 7

面積 90.8ha 60.9ha 135.9ha 78.1ha 53.0ha 43.3ha

公  社 

保有面積 

件数 104 95 85 82 78 53

面積 554.1ha 554.2ha 474.4ha 474.5ha 455.1ha 360.2ha

資料：農業委員会業務概要 

３ 主要作物の作付面積・収穫量 

（１）水稲 

水稲の作付面積は、生産調整により年々減少している傾向にあります。品

種は「きらら 397」をはじめ「ななつぼし」「ゆめぴりか」「きたくりん」な

どが作付けされています。 

作付面積の減少に伴い、収穫量も減少傾向にあり、令和５（2023）年度の

収穫量は 9,950 トンとなっています。平成 30（2018）年からは行政による生

産数量目標配分が廃止され、産地自ら需要に応じた生産に取り組むようにな

りました。 
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【水稲の現状】 

区  分 
平成 25 年 

（2013） 

平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

令和５年 

（2023） 

作付面積 2,390ha 2,260ha 2,230ha 2,180ha 2,110ha 1,750ha

収穫量 13,600t 12,500t 12,300t 12,200t 10,100t 9,950t

品
種
別
構
成

きらら 397 52.3％ 49.5％ 41.8％ 35.9％ 35.9％ 26.0％

ななつぼし 27.8％ 27.1％ 30.2％ 32.9％ 32.3％ 32.9％

ゆめぴりか 7.0％ 8.9％ 13.4％ 13.9％ 11.6％ 20.5％

きたくりん 0.4％ 2.9％ 6.7％ 10.8％ 11.6％ 4.3％

おぼろづき 4.3％ 3.8％ 3.5％ 2.7％ 2.2％ 1.3％

大地の星 0.8％ 1.3％ 1.1％ 1.1％ 1.2％ 0.0％

ほしのゆめ 2.8％ 1.8％ 1.0％ 0.7％ 0.4％ 0.0％

その他 4.6％ 4.7％ 2.3％ 2.0％ 4.8％ 15.0％

資料：産業振興課調べ（北海道稲作調査） 
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（２）畑作物 

畑作物は、水田地帯では生産調整を着実に実施するための作物として、輪

作体系を基本にしながら令和５（2023）年は約 2,500ha の作付けが行われて

います。 

【畑作物の現状】 

区  分 
平成 25 年 

（2013） 

平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

令和５年 

（2023） 

小麦 
作付面積 1,670ha 1,640ha 1,740ha 1,720ha 1,700ha 1,850ha

収穫量 7,710t 9,250t 8,650t 8,450t 6,840t 9,780t

大豆 
作付面積 400ha 445ha 485ha 584ha 634ha 645ha

収穫量 1,150t 1,230t 1,140t 1,550t 1,310t 1,850t

そば 
作付面積 24ha 26ha 26ha 43ha 39ha 0ha

収穫量 16t 22t 14t 22t 14t 0t

てん

菜 

作付面積 115ha 112ha 105ha 89ha 105ha 74ha

収穫量 6,710t 6,830t 6,540t 5,930t 6,440t 5,300t

資料：北海道農林水産統計年報 
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（３）野菜 

野菜は、主に収益性の高い転作作物として位置付けされ、令和５年（2023）

年で 181ha 作付けされており、15 年前の 300ha と比較すると減少傾向にあ

ります。 

今後は、消費者ニーズに即応した安全で良品質な野菜の安定供給と契約栽

培などの販売方法も取り入れる必要があります。 

【野菜の現状】 

区  分 
平成 25 年 

（2013） 

平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

令和５年 

（2023） 

キャベツ 45ha 50ha 48ha 42ha 50ha 28ha

ねぎ 65ha 56ha 57ha 57ha 54ha 41ha

玉ねぎ 18ha 16ha 17ha 18ha 19ha 24ha

トマト 6ha 6ha 6ha 5ha 3ha 2ha

ピーマン 6ha 6ha 4ha 4ha 3ha 2ha

アスパラ 4ha 3ha 4ha 3ha 3ha 1ha

ブロッコリー 42ha 42ha 36ha 36ha 36ha 28ha

スイートコーン 39ha 44ha 50ha 44ha 44ha 37ha

かぼちゃ 17ha 15ha 15ha 13ha 13ha 7ha

その他 14ha 15ha 13ha 25ha 15ha 11ha

資料：北海道農林水産統計年報 

（４）花き 

花きは、スターチスを中心に、令和５（2023）年で 109a 栽培されていま

す。 

今後も需要動向に即した良質な生産を行うため、計画的な品目・品種の選

定が必要になります。 
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【花きの現状】 

区  分 
平成 25 年 

（2013） 

平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

令和５年 

（2023） 

キク 0a 0a 0a 10a 9a 0a

スターチス 28a 41a 26a 101a 62a 108a

トルコギキョウ 40a 35a 55a 25a 7a 1a

デルフィニウム 30a 14a 6a 5a 1a 0a

ブプレウルム 2a 2a 1a 2a 0a 0a 

カーネーション 5a 8a 2a 6a 1a 0a

その他 20a 25a 46a 19a 91a 0a

計 125a 125a 136a 168a 171a 109a

資料：花き産業振興総合調査 

（５）畜産 

主要家畜の飼養頭羽数は、令和５（2023）年で、乳牛 83 頭、養鶏 225 羽

となっており、ともに減少傾向です。 

今後も耕種農家との連携により、ほ場副産物や家畜排せつ物を有効活用す

る取り組みが必要になります。 

【畜産の現状】 

区  分 
平成 25 年 

（2013） 

平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

令和５年 

（2023） 

乳牛 169 146 131 163 130 83

養鶏 1,061 1,045 1,046 1,042 1,048 225

馬 26 28 24 28 26 32

その他 0 0 0 0 4 0

資料：産業振興課調べ 
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４ 農業産出額 

農業生産額は、令和５（2023）年で 423 千万円となっています。 

その内訳は、米が 211 千万円、麦類が 54 千万円、野菜が 106 千万円で、

麦類が増加傾向にあります。また、畜産物については 7千万円と横ばいとな

っています。 

【農業産出額】 

平成 26 年 

（2014） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 28 年 

（2016） 

平成 29 年 

（2017） 

令和５年 

（2023） 

農業産出額 425 千万円 451 千万円 448 千万円 488 千万円 423 千万円 

耕
種

米 234 千万円 238 千万円 249 千万円 267 千万円 211 千万円 

麦類 26 千万円 32 千万円 26 千万円 34 千万円 54 千万円 

雑穀・豆・いも類 23 千万円 23 千万円 17 千万円 28 千万円 29 千万円 

野菜 124 千万円 141 千万円 139 千万円 142 千万円 106 千万円 

花き 5 千万円 5 千万円 4 千万円 5 千万円 6 千万円 

その他 9千万円 8 千万円 8 千万円 7 千万円 10 千万円 

計 421 千万円 447 千万円 443 千万円 483 千万円 416 千万円 

畜産物 4千万円 4 千万円 5 千万円 5 千万円 7 千万円 

資料：市町村別農業産出額 
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第３章 農業振興策 

１ 収益性の高い農業の確立 

本町農業を取り巻く状況は、農業者の高齢化や担い手不足、異常気象による農

業被害、さらにはＴＰＰやＥＰＡなど貿易自由化の進展により、先行きが見えず

不安を抱えている状況にあります。 

農業生産所得の向上を目指し、さらなる生産コストの低減や付加価値の高い

農畜産物の生産を行い、継続的で安定した収益性の高い農業経営の展開を図る

必要があります。 

《課題》 

■多くの生産者が、土地利用型農業を中心とした経営を展開しており、安定し

た所得確保と転作田による病害虫等の連作障害を回避するためにも、水稲を

中心とした輪作体系を維持する必要があります。 

■農作物の生産性・品質の向上による安定的な農業経営の確立を図るためには、

計画的な区画整備などの基盤整備を行う必要があります。 

■スマート農業の普及促進に向けて、導入効果を生産者に対し周知し、理解を

求めていく必要があります。 

■エゾシカ・アライグマ・キツネ等の有害鳥獣による農作物の被害が深刻化し

ています。 

《今後の方向性》 

（１）農産物の安定的生産の促進 

水田 

 □水稲を中心とした輪作体系確立への取り組みを推進します。 

□売れる米づくりに向けた高品質・良食味米の安定生産を推進します。 

□環境保全型農業（イエスクリーン）の取り組みによる米づくりを推進します。 

□省力化や規模拡大に対応できる水稲直播栽培技術等の定着を推進します。 

畑作 

□需要に即した安全で高品質な畑作物の安定的・計画的生産を推進します。 
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□耐病性・収量性などに優れた品種の導入を推進します。 

□地域条件に適応した栽培技術の普及による複合経営の安定化を推進します。 

野菜・花き 

□野菜・花きは、収益性の高い輪作作物として高品質な農産物の安定生産の取

り組みを推進します。 

□需給状況を踏まえ、消費者ニーズに沿った品目・品種の導入による安定した

産地づくりを推進します。 

酪農・畜産 

□耕種農家との連携を深め、圃場副産物や家畜排せつ物の有効活用と堆肥の還

元による生産コストの低減と循環型農業を推進します。 

□良質で安全な畜産物の安定供給や低コスト生産を推進します。 

□家畜伝染病の発生予防と蔓延防止のための検査や監視の徹底を図り、的確か

つ効率的な家畜衛生対策を推進します。 

（２）農業生産基盤の整備推進 

□土地利用型農業の確立を目指して必要な生産基盤整備を計画的に行い、経営

基盤の強化を促進します。 

□土地改良施設の計画的整備と維持管理を推進します。 

□農産物の流通や農村環境の改善を図るため、基幹農道の計画的整備を促進し

ます。 

□圃場の排水対策の改善を図るため、基幹排水路の計画的整備を促進します。 

□環境に調和した持続的農業を推進するため、国・道に農業農村整備事業の農

家負担軽減を求めていきます。 

□担い手の経営規模拡大等に向けた、圃場の大区画化や排水機能の改善を進め

るとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した生産体制の高度化と、効率

的な農作業の実施体制に向けた取り組みを推進します。 

（３）有害鳥獣による農業被害防止対策の推進 

□エゾシカ・アライグマ・キツネ等の有害鳥獣による農作物被害が出ているこ

とから、北海道猟友会栗山支部南幌部会や関係機関・団体等との連携による 

被害防止に向けた取り組みを推進します。 
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《主な取り組み》 

◆農業振興補助金交付事業 

農業振興補助金交付事業（町） 

◆道営経営体育成基盤整備事業 

道営経営体育成基盤整備事業（道・町） 

◆農業経営高度化促進事業 

農業経営高度化促進事業（国・道・町） 

◆スマート農業推進事業       

ＲＴＫ基地局運営事業（町） 令和５年度で事業完了 

◆その他 

経営所得安定対策等推進事業（国・道・町） 

耕地利用高度化推進事業（国・道・町） 

有害鳥獣対策事業（町） 

農業気象情報システム管理事業（町） 

家畜伝染病自衛防疫推進事業（町） 

２ 経営基盤の強化に向けた担い手の育成 

本町の農業従事者は、高齢化や担い手不足により、減少が進んでいます。 

農村地域の生産基盤や環境を守り持続可能な力強い農業を実現するためには、

担い手の育成・確保が必要です。 

《課題》 

■農家戸数や農業従事者の減少による担い手不足に対応するためには、農業後

継者となる新規学卒者やＵターン者、新規参入者、さらには認定農業者や農

地所有適格法人など多様な担い手の育成・確保が必要です。 

■農業従事者の高齢化や労働力不足に対応するため、機械等の共同利用の促進、

地域の農地所有適格法人等への作業委託による効率化が必要です。 

■個々の創意工夫による多様な農業経営や地域づくりで重要な役割を果たす

女性農業者の能力を生かす取り組みが必要です。 
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《今後の方向性》 

（１）農業経営基盤の体質強化 

□効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、農協・農業改良普及センタ

ーとの連携による新技術の導入など、経営指導体制の強化を図ります。 

□ゆとりある農業経営の実現や農作業の効率化と機械投資の低減のため、機械

等の共同利用、地域の農地所有適格法人等への作業委託の活用を促進します。 

□経営規模の拡大や資本装備に必要な投資など、経営の体質強化に向けた長

期・低利な制度資金の効果的な活用を促進します。 

□優良農地の確保とその有効活用を促進するため、農地中間管理事業等を利用

し「南幌町地域計画」による地域の中心となる経営体や認定農業者など意欲

ある担い手への農地の利用集積を進めます。 

（２）農業担い手の育成・確保 

□農業後継者となる新規学卒者、Ｕターン者や新規参入者の就農に向けた受け

入れを推進するとともに、農業知識や技術習得する研修などの就農準備や、

就農後の経営安定に向けた支援などを行い、新規就農対策の充実を図ります。 

□農業後継者の育成を図るため、青年農業者等の活動に対する支援の充実を図

ります。 

（３）多様な担い手の確保 

□農村女性が能力を発揮できるよう、女性の社会参画や経営参画に向けた意識

啓発や環境づくりを推進します。 

□高齢農業者の有する知識・経験や技術を生かすことができる活動等を支援し

ます。 

□農業後継者のパートナーの確保を図るため、農業関係団体との連携により婚

活事業を推進します。 

□障がい者などの就労機会の提供と生産者にとっての課題である人手不足を

解消するため、農福連携を推進します。 

《主な取り組み》 

◆農業制度資金利子補給事業 

農業制度資金利子補給事業（道・町） 

第
３
章

農
業
振
興
策



20 

◆担い手育成対策事業 

強い農業・担い手づくり総合支援交付金（国・道・町） 

４Ｈクラブ活動支援（町） 

グリン未来塾（町） 

農婚塾（町） 

◆新規就農支援事業 

農業次世代人材投資事業（国・道・町） 

新規就農者支援住宅貸付事業（町） 

新規就農者招致サポート事業（町） 

◆ふるさと就農促進給付金事業      令和６年度で事業完了 

ふるさと就農促進給付金事業（町）  

 ◆担い手育成対策奨励事業        令和４年度より事業開始 

担い手育成対策奨励事業（町）  

３ 消費者との交流と食育の推進 

近年における健康志向の高まりなど「食」に関する関心が高まっています。 

安全・安心でクリーンな農畜産物の生産を行うため農業者の意識を高めると

ともに、消費者が求める農産物の安全性に基づいた制度の普及、推進に取り組む

必要があります。 

《課題》 

■町民や札幌圏の消費者に南幌産農産物の多様化と新鮮さをアピールすると

ともに、農業・農村への理解や関心を深めるため、生産者と消費者との交流

を促進する必要があります。 

■地元で採れた農産物を地域で消費する取り組みなど、生産者と消費者の関わ 

りや食と農についての理解を深める機会を提供することが必要です。 

■食の安全・安心に対する関心が高まる中、食品に対する正しい知識の普及や

情報の提供などの取り組みとともに、生涯を通じて健全な食生活を営む能力

を身につける「食育」を推進することが必要です。 
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■農業を基幹産業とする本町では、観光・交流などの取り組み、また、移住・

定住に向けた取り組みにも、農業との連携が欠かせません。農産物を使った

食のもてなし、農作業体験や農村への滞在などを充実させていくために必要

な連携、協力を行っていくことが必要です。 

《今後の方向性》 

（１）農産物の販路拡大と地産地消 

□クリーン農業を推進し、付加価値の高い食品づくりや販路拡大を促進します。 

□地域の特性を生かした農産物を生産し、加工することにより付加価値を創出

しそれを流通販売するなど６次産業化への取り組みを推進します。 

□消費者などに農業者自らが行う直接販売など、新たな販路拡大に対する取り

組みを支援します。 

□札幌近郊という地理的優位性を活かし、都市住民に向けた効果的な情報発信

に努め、新鮮かつ安全・安心な農産物の消流活動を推進します。 

□消費者と生産者のお互いの顔が見える地産地消の取り組みを中心に、安全・

安心な地元農産物の消費拡大を推進します。 

□学校給食などに地元農産物の積極的な利用を促進します。 

□農業・農村に対する理解と関心を深めるため、本町の恵まれた自然環境など、

地域情報の積極的な発信を推進します。 

（２）食の安全・安心の確保 

□イエスクリーンやエコファーマーなど各種認証表示制度への取り組みや定

着化を推進します。 

□食の安全・安心に対する関心が高まる中で、消費者ニーズを意識した良質な

農畜産物の生産を目指す取り組みを推進します。 

□農産物の安全性の向上のために有効な取り組みである、みどりの食料システ 

ム戦略の導入を推進します。 

（３）「食」と「農」が連携した食育の推進 

□『農業がもつ「食」の素晴らしさを伝える』を基本理念に掲げ、策定された

「南幌町食育推進計画」を推進します。 

□関係機関団体と連携し、児童生徒における農作業体験を通じた学習を推進し 
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ます。 

《主な取り組み》 

◆地産地消活動推進事業 

アグリビジネス推進協議会・花仙人への支援（町） 

キャベツキムチ町民還元事業（町） 

農産物加工施設管理事業（町） 

◆都市との交流販路拡大事業 

グリーンツーリズム推進事業（町） 

農産物ＰＲ対策事業（町） 

町外イベントへの出店（町） 

◆食育活動推進事業 

親子農業体験塾（町） 

バケツ稲づくり学習（町） 

地元農産物を利用した消費拡大（町） 

子育て支援米支給（町） 

児童生徒を対象とした食育体験（町） 

夕張太ふれあい農園運営（町） 

４ 環境と調和した活力ある農村の構築 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のための地域活動や地域資源の質

的向上を図る活動に対して国・道・町が一体となり支援しています。 

環境や作物の生育に影響を及ぼすことが懸念されており、今後も継続して、環

境保全対策への関心を高め、環境にやさしい農業の推進を図り、クリーンで安 

全・安心な農村地域のイメージを高めていく必要があります。 

《課題》 

■農業が持続的に発展していくためには、環境への負担を限りなく軽減し、よ

り安全・安心な農産物を安定的に生産・供給し、消費者の理解と信頼を得ら 
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れるようなクリーンな農業を推進していくことが必要です。 

■農業系バイオマスを有効活用し、地域農業の振興と環境保全の取り組みが必

要です。 

■防風保安林等の維持・保育のため、計画的な間伐や補植等を行い保全に努め

る必要があります。 

■農業・農村の有する多面的機能の維持、発揮のための地域活動や地域資源の

質的向上が必要です。 

《今後の方向性》 

（１）環境対策の推進 

□圃場から排出される稲わら、麦わら、籾殻は環境に配慮した有効活用を推進

します。 

□家畜排せつ物を貴重な有機質資源として有効活用し、耕種農家と畜産農家と

の連携による循環型農業を推進します。 

□稲わらなどの農業系バイオマスをエネルギー資源等としての有効活用を図

り、農業用廃プラスチックなど廃棄物の適正処理を推進します。 

□生分解性資材などの普及促進による農業用廃プラスチックの減量化を推進

します。 

（２）農村環境の総合的な整備 

□道路網や排水など居住環境について、生産基盤と一体的な整備を推進します。 

□農業用水を活用した親水環境や防火用水としての機能整備など、農業資源の

活用による地域環境の整備を推進します。 

□各地域活動組織を中心に、農村地域における農業施設や農村景観の保全活動

を実践することで持続可能な農村づくりを推進します。 

□環境への負担を軽減し、消費者に信頼される安全・安心な農作物を生産・供 

給する農業者を支援します。 

□防風保安林等の機能維持のため、南空知森林組合から技術的支援や専門知識

の供与を受け、植樹・間伐・保育等の適正な整備や維持管理を推進します。 

□農業集落排水や合併処理浄化槽により、農村地域の生活排水対策を推進しま

す。 

第
３
章

農
業
振
興
策



24 

《主な取り組み》 

◆多面的機能支払交付金事業 

多面的機能支払交付金事業（国・道・町） 

◆環境保全型農業直接支援交付金事業 

環境保全型農業直接支援交付金事業（国・道・町） 

◆その他 

耕地防風林事業（町） 
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(1) 農業振興補助金交付事業 農業振興補助金交付事業

(2) 道営経営体育成基盤整備事業 道営経営体育成基盤整備事業

(3) 農業経営高度化促進事業 農業経営高度化促進事業

(4) スマート農業推進事業
ＲＴＫ基地局運営事業
※令和５年度で事業完了

経営所得安定対策等推進事業

耕地利用高度化推進事業

有害鳥獣対策事業

農業気象情報システム管理事業

家畜伝染病自衛防疫推進事業

(1) 農業制度資金利子補給事業 農業制度資金利子補給事業

強い農業・担い手づくり総合支援交付金

４Ｈクラブ活動支援

グリン未来塾

農婚塾

農業次世代人材投資事業

新規就農者支援住宅貸付事業

新規就農者招致サポート事業

(4) ふるさと就農促進給付金事業
ふるさと就農促進給付金事業
※令和６年度で事業完了

(5) 担い手育成対策奨励事業
担い手育成対策奨励事業
※令和４年度より事業開始

アグリビジネス推進協議会・花仙人への支援

キャベツキムチ町民還元事業

農産物加工施設管理事業

グリーンツーリズム推進事業

農産物ＰＲ対策事業

町外イベントへの出店

親子農業体験塾

バケツ稲づくり学習

地元農産物を利用した消費拡大

子育て支援米支給

児童生徒を対象とした食育体験

夕張太ふれあい農園運営

① 環境対策の推進 (1) 多面的機能支払交付金事業 多面的機能支払交付金事業

(2) 環境保全型農業直接支援交付金事業 環境保全型農業直接支援交付金事業

(3) その他 耕地防風林事業

１ 収益性の高い農
業の確立

① 農産物の安定的
生産の促進

② 農業生産基盤の
整備推進

③ 有害鳥獣による
農業被害防止対
策の推進

農業経営基盤の
体質強化

①

農業担い手の育
成・確保

②

担い手育成対策事業(2)

新規就農支援事業

(5) その他

(3)

２ 経営基盤の強化
に向けた担い手
の育成

多様な担い手の
確保

③

食育活動推進事業(3)

都市との交流販路拡大事業(2)

地産地消活動推進事業(1)
農産物の販路拡
大と地産地消

食の安全・安心
の確保

南幌町食育推進
計画の推進

農村環境の総合
的な整備

４
環境と調和した
活力ある農村の
構築

②

②

③

３消費者との交流
と食育の推進

①

基本方針 基本施策 推進事業 個別事業

南幌町農業振興ビジョン体系図

第
３
章

農
業
振
興
策


















